
川崎市立地適正化計画における防災指針に基づく届出等に関する要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、川崎市立地適正化計画における防災指針に基づく届出等について必要な事項を定

めることにより、防災指針に係る施策の円滑な推進に寄与することを目的とする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

（１）立地適正化計画 都市再生特別措置法（平成１４年法律第２２号）第８１条の規定に基づき作成

された計画をいう。 

（２）住宅 一戸建ての住宅、長屋、兼用住宅、併用住宅又は共同住宅をいう。 

（３） 開発行為 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第４条第１２項に規定する開発行為をいう。 

（４）建築 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第２条第１３号に規定する建築をいう。 

（５）建築主等 建築主、設計者、工事監理者又は工事施工者をいう。 

（６）洪水浸水想定区域（計画規模） 水防法施行規則（平成１２年建設省令第４４号）第２条第４号

に規定する区域をいう。 

 

（届出） 

第３条 建築主等は、洪水浸水想定区域（計画規模）のうち、最大浸水深が３．０メートル以上とされ

る区域において、開発行為であって住宅の建築の用に供する目的で行うもの又は住宅を新築し、若し

くは建築物を改築し、若しくはその用途を変更して住宅とする行為を行おうとするときは、当該行為

に関する設計に着手する前に、届出書（別記様式）により、その旨を市長に届け出るものとする。 

 

（回答） 

第４条 市長は、前条の規定による届出があったときは、当該届出をした者に対して、避難に関する情

報提供や浸水被害軽減のための助言等を行うものとする。 

 

（通知） 

第５条 市長は、建築主等が第３条に規定する届出を行わなかった場合においても、建築主等に対し、

前条の規定による避難に関する情報提供や浸水被害軽減のための助言等を行うことができる。 

 

（委任） 

第６条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

 この要綱は、令和７年３月２７日から施行する。 

 



別記様式 

 

川崎市立地適正化計画における防災指針に基づく届出等に関する要綱第３条に基づく届出書 

 川崎市立地適正化計画における防災指針に基づく届出等に関する要綱第３条の規定に基づき、 

□ 開発行為であって住宅の建築の用に供する目的で行うもの 

□ 住宅の新築 

 □ 建築物を改築して住宅とする行為 

 □ 建築物の用途を変更して住宅とする行為 

について、次のとおり届け出ます。 

 

     年  月  日 

（宛先）川崎市長        

 

届出者 住 所  

         氏 名  

         連絡先  

 

１ 対象事業区域の所在等 

【所在・地番】 

 

【面   積】 

２ 住宅の用途 

□一戸建ての住宅    □長屋 

□兼用住宅       □併用住宅 

□共同住宅 

３ 住宅の構造 
□木造       □鉄筋コンクリート造（ＲＣ造） 

□鉄骨造（Ｓ造）  □その他（           ） 

４ 住宅の階数 【階数】地上  階 地下  階 

５ 宅盤の高さの変更 
 現況の地盤面からの変更 □有 □無 

（有の場合）現況の地盤面から   ｍの変更 

６ その他必要な事項 
【着手予定年月日】 

【完了予定年月日】 
 
注 届出者が法人である場合においては、氏名は、その法人の名称及び代表者の氏名を記載してください。 
 

【添付資料】 

・位置図 

・住宅の間取図 

・その他参考となる事項を記載した資料 


